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大阪市から仕事と生活の両

立、安心して出産、子育ての

できる職場環境の改善として

の提案交渉がありました。

妊娠障害休暇の延長

現行、連続した７日の期間

が14日（休日を含まず）に延

長され、取得要件も１日単位

で取れることになりました。

これに伴い、現行のつわり休

暇は廃止となりました。

臨時的任用職員及び

会計年度職員の病気休暇

１つ目は現行の会計年度任

用職員（非常勤講師）は病休

の付与は１週当たり、勤務形

態により１～10日ありました

が、無給だったのが、今回有

給となりました。また、付与

の条件に、６月以上の継続任

期等の取得要件もなくなりま

した。２つ目の改正として、

会計年度任用職員の子の介護

等休暇、出生サポート休暇

（不妊治療など）、短期介護

休暇の取得要件も６月以上の

任期又は継続勤務の要件が外

されました。

子育て世代への改善

小６までの子の介護休暇が

現行の５日に行事参加（入園

式、卒園式、入学式、卒業式）

も含まれることになりました。。

ただし、運動会はこれに含ま

れません。また、職員が請求

した場合に、超過勤務の免除

の対象となる子の範囲が、現

行の３歳未満となっているの

を小学校就学前の子に拡大さ

れました。施行時期はいずれ

も2025年４月１日です。

廃止された食卓費が復活

今回の改正のポイントは、

宿泊費の上限アップです。現

行の一泊（８級以下）8700円

が改正されて、上限19000円

になります。また、新たに宿

泊手当が支給されます。一泊

2400円、二泊で4800円となり、

宿泊を伴った旅行に必要な諸

雑費という名目で夕食代、朝

食代相当の支給となります。

かつて、夕食、朝食代とし

ての食卓料と日当（現地交通

費、昼食代を含む諸雑費）が

2013年になぜか廃止され、教

職員も生徒と同じく実費を払

わなければなりませんでした。

それが今回見直されたわけで

す。又、宿泊行事の下見で使

用するマイカーは１㎞37円の

定額支給から実費支給となり

ました。いずれも2025年４月

１日施行です。

山口昌孝（書記次長）

堺市から「義務教育等教員

特別手当を2.5％から1.5％へ

改定」との提案があり（11月

12日）、12月13日に団交を持

ちました。堺市人勧を踏まえ

て地域手当が11％に引き上げ

られるのに伴って教員特別手

当を引き下げるとの提案で、

一見、給与総額には変更ない

ように見えますが、大阪府の

地域手当は11.8％であること

から府内で堺市だけが0.8％

も低水準に置かれることにな

り、容認できるものではあり

ません。「地域手当を11.8％、

もしくは教員特別手当を2.3

％とする」という対案を示し

ての団交申し入れとなりまし

た。

提案趣旨としては、権限委

譲の際には大阪府の地域手当

は11％であり、堺市の地域手

当を10％に下げる代替措置と

して教員特別手当を1％上げ

た。今回、その意味がなくな

るので本来の教員特別手当に

戻したいとのこと。「府の地

域手当が0.8％上がったのに

気づかなかったのは堺市人事

委員会の職務怠慢。市教委か

ら申し入れるべきではなかっ

たか」と質すと、「人事委員

会は独立機関で、（連絡は取

り合うが）申し入れ・要求を

する立場にない」と返答。た

だし、「府内で堺市だけが低

水準に置かれることは容認で

きない」との組合主張には

「市民感情として理解はでき

る。人事委員会も来年度11％、

再来年度12％と段階的に引き

上げるとしている」とし、

「市独自の給料表では初任給

は府より低いものの、30歳を

超えれば府を上回るようになっ

ている」と付け加えました。

組合からは、給料表に関して

「長年勤務すれば府より多く

なると言っても、早期退職す

る人もいるし、初任給の好待

遇を売りに人集めしないと堺

に来てくれなくなる」と反論

しました。また、公務員の労

働基本権を制限する代わりに

人勧制度があるが、組合は人

事委員会と交渉することがで

きないのだから、市教委が現

場職員の気持ちを代弁して人

事委員会に伝えるべきだと主

張しました。

１月10日付の回答では「教

員特別手当１％引き下げ」と

ともに「地域手当25年度11％、

26年度12％」が明記され、

「初任給や給与体系の現状等

について、関係機関とより一

層情報の共有を図るとともに、

引き続いて協議」との一項が

追加されており、組合の主張

が一定反映されることとなり

ました。今後も注視していか

ねばなりません。

定期交渉（１月24日）では

部活動の地域活動移行問題、

危険地帯万博に関わる対応な

どを巡って活発に議論を闘わ

せ、36協定の労働者代表選出

における管理職の関与を排除

すること、非常勤職員が参加

しやすい環境を整えることを

強く求めました。

平野広朗（堺支部代表）
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2月11日、浪速区民センター

で建国記念の日反対！戦争NO！

「日の丸・君が代」強制反対！

の集会が行われました。教育

社会学、思想史を専門とする

桜井智恵子さんを招いて、フー

コーの「生政治」と「ケアす

る学校」をテーマに講演会が

開かれました。集中して聞か

ないと取り残されそうな小難

しいお話でしたが、話題が

「誰が得する働き方改革」に

なったときに、少し見えたよ

うな気がしました。教員の長

時間労働の解消は、緊縮財政

優先で、人員増ではなくスクー

ルソーシャルワーカー配置と

いうケアで済まされ、現場は

チーム学校と仕事減の努力に

走らされました。ボランティ

アを、官民パートナーシップ

を謳い、金融教育で「強い個

人」を作り、ケアを売りにし

て、私たちの心身を支配して

いきます。教員不足、教員の

精神疾患増加、不登校・いじ

め・子どもや若者の自殺の増

加、再び荒れ始めた学校。ど

の問題の解決にも結びついて

いきません。生きる力を奪い、

命を脅かしています。力を奪

われる前に市民社会で結集を！

（副執行委員長 髙田晴美）

５．流行りの子犬・子猫が

欲しい人たち～命に流行り

はいらんのよ～

犬猫の種類に人気が出ると

ペットショップや街中にあふ

れ、数年後にその人気のあっ

た犬猫が動物管理センターに

あふれます。飼い主が手放す

理由は、次に流行ってる種類

を買うのでこの子はいらなく

なったから。繁殖業者は流行

りの犬猫に入れ替えるので、

まとめて飼育放棄することも。

動物愛護法が改正され、動

物管理センターはそんな無責

任な理由の引き取りは断るこ

とができます。でもね、断る

とペットが戻ってこれないよ

うな場所に捨てたり、このま

まじゃ殺処分しかなくて…と、

保護団体や保護活動してる人

たちに丸投げします。命を守

りたい人に「殺処分」なんて

脅し文句です。

友人が引き取ったのは生後

８ヶ月のスコティッシュフォー

ルド(立ち耳)。小さい方が売

れるからということで、ペッ

トショップではエサは少し、

ずっと狭いケージに入れられ

ていたので高い所は苦手、最

初は感情が無かったそうです。

日本では折れ耳スコティッシュ

の人気が続いてますが遺伝的

に膝関節の病気が多く、ヨー

ロッパでは繁殖が禁止が広がっ

てます。

友人の猫ぶーぶちゃん。今

はキャットタワーに登り、甘

えること

もできる

ようにな

りました。

ベランダ

観察は早

朝からで

す！

（まじゅ

ねこ）

石垣島に射程200km

の12式地対艦誘導

弾を装備する陸自

駐屯地が設置され

ている（2023年）▼台湾まで

150kmの石垣島は「台湾防衛」の

最前線▼陸自広報HPの「台湾へもっ

とも近いミサイル部隊」からも台

湾有事の際の中国艦船がミサイル

の標的▼安倍政権最大の負の遺産

である安保関連法（戦争法）でも

台湾への攻撃に集団的自衛権は行

使できない▼日本が他国の内戦に

介入する所以もない。

(２７４）

学校現場における教員未配

置の問題が日々、深刻化して

います。採用試験の志願者数

の減少など教員不足による年

度当初からの未配置や教員の

年齢構成の偏りからくる産育

休代替の増加、そして過酷な

労働環境から生じる病気休職

者の増加など、とにかく足り

ていないのです。昨年12月、

政府は来年度からの教職調整

手当の段階的引き上げる方針

を決定しましたが、学校現場

からはそれによってこの問題

が解消するだろうとの声は上

がりません。一方、教員が足

りていないという事実にもか

かわらず、長年、教育現場を

支えている「非正規」教員た

ちは年度ごとに次年度の雇用

の心配を抱えています。児童・

生徒数の増減や支援学級数な

ど年度末まで明らかにならな

い要素はありますが、新年度

直前まで不安定な状況を強い

るのは使用者側の身勝手な振

る舞いであり、そのような職

場から人が離れていくのは当

然とも言えます。

大阪市は昨年に引き続き

内定の発出

１月25日、組合は講師雇用

継続決起集会を組合事務所で

開き、今後の方針について話

し合いました。大阪市では昨

年度と同様に「内定通知」を

発出しており、常勤講師につ

いては組合員すべてが雇用の

確保ができていることが確認

されました。堺市では講師組

合員たちに次年度契約手続き

に関する連絡が入ってきてい

ます。府内市町村（豊能地区

除く）では、現在、各市町村

教委と交渉を続けている状況

です。小さい規模の市町村教

委では、今年度での雇止めが

知らされた例もありますが、

早めに動くことで近隣他市へ

の異動が叶っています。府立

は各学校長が市町村教委と同

様に「内申」をあげて人材確

保に当たるというのが教育庁

の言い分ですが、人事異動が

明らかにされていない現時点

では、一部をのぞきほぼ未定

な状況です。

管理していないのに

管理運営事項

組合はこの間、雇用主であ

る府が責任を持って「非正規」

雇用に対応することを一貫し

て要求し闘ってきました。し

かしながら、府はそれに応え

ることはなく、そして教員未

配置問題が誰の目にも明らか

になった今もまだ無策を続け

ています。長年働いてきた講

師組合員たちの次年度雇用を

はじめとする労働条件の要求

が義務的団交事項であること

は東京高裁ですでに判断され

たことです。府は管理運営事

項として団交拒否する一方、

自らの職務や権限において教

員未配置を管理しているとい

うのでしょうか？教員未配置

は教育条件・労働条件の低下

にも密接に関係しています。

府はその姿勢を改めるべきで

す。

酒井さとえ（書記長）


